
令和 8年 7月 8日 

お客様各位 

 

北郡信用組合 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みについて 

 

 

 日頃より当組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みについて、2021 年 6月に閣

議決定された「成長戦略実行計画」において、「5 年後の約束手形の利用廃止に

向けた取組を促進する」、「小切手の全面的な電子化を図る」とされており、全

銀協では2027年3月末までに電子手形交換所における交換枚数をゼロにする事

を最終目標とする自主行動計画を策定しています。 

 これらの環境をふまえまして、当組合としましても下記の通り取り組む事と

致しますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．約束手形・為替手形・小切手用紙の新規窓口発行（販売）について 

  令和 8年 3月 31日（火）をもって終了 

２．当座預金新規口座開設について 

  令和 8年 3月 31日（火）をもって終了 

   ３．手形・小切手の最終振出期限の設定 

     令和 8年 12月 30日 

     ※上記最終振出期限日以降に振出された手形・小切手は当座預金か 

      らの支払いが出来ません。 

   ４．約束手形・為替手形・小切手の取立受付の終了 

     令和 9年 3月 31日 

 以上 


